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公
安
委
員
会
規
則

◯
秋
田
県
警
察
署
協
議
会
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
四
・
警
務
課
）
…
…
…
…
１

公
営
企
業
管
理
規
程

◯
秋
田
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
二
・
企
業
局
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
１

秋
田
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
者
　
根
津
谷
　
禮
　
蔵

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号

秋
田
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

秋
田
県
企
業
局
組
織
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
企
画
業
務
課

第
二
条
中
　
　
　
　
　
　
　
を
「
公
営
企
業
課
」
に
改
め
る
。

電
　
気
　
課
」

第
三
条
総
務
課
の
項
及
び
企
画
業
務
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

総
　
務
　
課

一
　
局
の
組
織
及
び
職
員
定
数
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
公
印
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
文
書
の
受
領
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
規
程
等
の
審
査
、
解
釈
及
び
改
廃
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
行
政
文
書
の
公
開
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
県
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
職
員
の
任
免
、
分
限
、
懲
戒
、
服
務
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

１

ペ
ー
ジ

秋
田
県
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号

秋
田
県
警
察
署
協
議
会
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
1
7
年
３
月
2
9
日

秋
田
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
藤
　
井
　
　
　
明

秋
田
県
警
察
署
協
議
会
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
警
察
署
協
議
会
に
関
す
る
規
則
（
平
成
1
3
年
秋
田
県
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
「

別
表
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　

」

に
改
め
、
同
表
秋
田
県

」

森
吉
警
察
署
協
議
会
の
項
を
削
り
、
同
表
秋
田
県
能
代
警
察
署
協
議
会
の
項
中
「
1
1
人
」
を
「
1
0

人
」
に
改
め
、
同
表
秋
田
県
五
城
目
警
察
署
協
議
会
の
項
中
「
６
人
」
を
「
７
人
」
に
改
め
、
同
表

秋
田
県
秋
田
臨
港
警
察
署
協
議
会
の
項
中
「
７
人
」
を
「
８
人
」
に
改
め
、
同
表
秋
田
県
秋
田
中
央

警
察
署
協
議
会
の
項
中
「
８
人
」
を
「
1
3
人
」
に
改
め
、
同
表
秋
田
県
秋
田
東
警
察
署
協
議
会
の
項

公
安
委
員
会
規
則

「

中
「
６
人
」
を
「
９
人
」
に
改
め
、
同
表
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

を
　
　

」

に
改
め
、
同
表
秋
田
県
矢
島
警
察
署
協
議
会
の
項
を
削
り
、
同
表
中
「
秋
田
県
大
曲
警
察

」

署
協
議
会
」
を
「
秋
田
県
大
仙
警
察
署
協
議
会
」
に
改
め
、
同
表
秋
田
県
横
手
警
察
署
協
議
会
の
項

中
「
８
人
」
を
「
1
1
人
」
に
改
め
、
同
表
秋
田
県
増
田
警
察
署
協
議
会
の
項
を
削
り
、
同
表
秋
田
県

湯
沢
警
察
署
協
議
会
の
項
中
「
６
人
」
を
「
７
人
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
1
7
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
鷹
巣
警
察
署
協
議
会

５
人

秋
田
県
北
秋
田
警
察
署
協
議
会

６
人

秋
田
県
本
荘
警
察
署
協
議
会

秋
田
県
由
利
本
荘
警
察
署
協
議
会

８
人

９
人

公

営

企

業

管

理

規

程
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八
　
職
員
の
給
与
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
職
員
の
福
利
厚
生
及
び
安
全
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
職
員
の
組
織
す
る
労
働
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
事
業
の
経
営
及
び
企
画
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
業
務
の
調
整
及
び
業
務
状
況
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
予
算
及
び
決
算
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
　
資
産
の
取
得
、
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

十
五
　
出
納
取
扱
金
融
機
関
及
び
収
納
取
扱
金
融
機
関
に
関
す
る
こ
と
。

十
六
　
資
金
の
調
達
及
び
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

十
七
　
現
金
及
び
有
価
証
券
の
出
納
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

十
八
　
広
報
、
広
聴
等
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
九
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
営
企
業
課
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
及
び
局
内
の
連

絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

公
営
企
業
課

一
　
発
電
所
の
運
転
計
画
、
電
力
受
給
計
画
及
び
電
力
受
給
契
約
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
発
電
所
の
建
設
に
係
る
各
種
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
発
電
事
務
所
及
び
工
業
用
水
道
事
務
所
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
電
気
事
業
及
び
工
業
用
水
道
事
業
に
関
す
る
施
設
の
維
持
管
理
、
建
設
及
び
改
良
に
関
す
る

こ
と
。

第
三
条
電
気
課
の
項
を
削
る
。

第
二
十
条
第
二
項
の
表
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

三

技
術
管
理
監

公
営
企
業
課

上
司
の
命
を
受
け
て
、
電
気
事
業
及
び
工
業
用
水

道
事
業
に
関
す
る
技
術
的
な
調
整
、
指
導
等
に
関

す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
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号
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月
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千
六
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十
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円
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番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
-m
ail:m

atsu
b
ara@

m
atsu
b
arain
satsu
.co
.jp

古紙配合率100％


